
事故調査の経過報告について 

 

 

                    平成１７年５月２７日 

国土交通省 航空・鉄道事故調査委員会 

 

 

  平成１６年１月１日（木）、徳之島空港で発生した、株式会社日本エアシステム所

属ダグラス式ＤＣ－９－８１型ＪＡ８２９７の航空事故について、当委員会におい

ては事故発生以来、鋭意調査を進めてきたところである。基本的な調査はほぼ終了

しているが、以下の理由により、最終的に報告書を取りまとめるまでに、なお時間

を要すると見込まれる。 

  (1) 事故機の重要装備品である左主脚の材料に係る試験を米国で行った後、更に

日本で試験を行ったが、試験結果の解析に、なお時間を要すること 

  (2) 米国に意見照会を行い、その回答が来るまでに時間を要すること 

  しかしながら、同様の事故の発生防止の観点から、本事故の概要及び本事故調査

の経過を報告し、公表することとした。 

  なお、本経過報告の内容については、今後更に新しい情報や状況が判明した場合、

変更することがあり得る。 
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       株式会社日本エアシステム所属ダグラス式ＤＣ－９－８１型 

      ＪＡ８２９７に係る航空事故調査について 

（経過報告） 

 

 

１．航空事故の概要 

 (1) 発生場所           徳之島空港 

 (2) 発生日時           平成１６年 1月１日１６時２４分ごろ 

 (3) 運航者            （株）ハーレクィンエア 

 (4) 航空機   型式       ダグラス式ＤＣ－９－８１型 

         国籍及び登録記号 ＪＡ８２９７（以下「同機」という。） 

         製造年月日    平成２年８月９日 

 (5) エンジン  型式、装備基数  プラット・アンド・ホイットニー式ＪＴ８Ｄ

－２１７Ｃ型 ２基 

 (6) 運航形態           定期（ＪＡＳ９７９便） 

                  株式会社日本エアシステム（現在は株式会社

日本航空ジャパン）より運航受託 

 (7) 出発地／目的地        鹿児島空港／徳之島空港 

 (8) 搭乗者数           乗客１６３名（内幼児５名）、乗員６名 

 (9) 死傷者数           乗客３名軽傷 

 (10) 航空機の主な損傷情況 

    左主脚ショック・ストラット・シリンダー     破断 

    左主翼前桁                   変形 

    胴体トレパゾイダル・パネル           損傷 

 (11) 運航乗務員 

   機長  男性 ６２歳 

    技能証明 定期運送用操縦士技能証明書（飛行機）昭和４６年 ８ 月１１日 

     限定事項  陸上多発機           昭和４０年 ４ 月１３日 

           ダグラス式ＤＣ－９型      昭和５４年 ４ 月１２日 

第１種航空身体検査証明書 

有効期限                  平成１６年 ５ 月２２日 

飛行時間 総飛行時間              ２０,４９７時間３８分 

 最近３０日間の飛行時間              ５５時間３９分 

    同型式機飛行時間                １２,８３２時間５４分 

最近３０日間の飛行時間              ５５時間３９分 
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 (12) 気象 

   徳之島空港の事故関連時間帯の航空気象の観測値は、次のとおりであった。 

  16 時 00 分  風向 ３４０°、風速 ８kt、卓越視程 ２５km、雲 雲量  

        １／８ 雲形 積雲 雲底の高さ ４,５００ft、気温 １９℃、 

         露点温度 ８℃、 高度計規制値（ＱＮＨ）３０.０９inHg 

 (13) ＤＦＤＲ及びＣＶＲ 

   同機には、ＤＦＤＲ及びＣＶＲが搭載されており、本事故発生当時の記録が残

されていた。 

 (14) 航空事故発生の概要 

   同機は、平成１６年１月１日、株式会社日本エアシステムから運航を委託され

た株式会社ハーレクィンエアにより、日本エアシステム９７９便として鹿児島空

港を１５時３５分に離陸し、徳之島空港へ向け飛行した。 

   同機は、徳之島空港に着陸した際左主脚が破断し、左主翼先端を滑走路面に擦

りながら滑走した後、１６時２４分ごろ、滑走路上で、かく座した。 

   同機には、機長ほか乗務員５名、乗客１６３名（５名の幼児を含む。）、計１６

９名が搭乗していたが、乗客３名が軽傷を負った。 

   同機は中破したが、火災は発生しなかった。 

 

２．航空事故調査の概要 

  航空・鉄道事故調査委員会は、平成１６年１月４日、国土交通大臣から本事故発

生の通報を受け、同日、本事故の調査を担当する主管調査官ほか２名の航空事故調

査官を指名し、調査を開始した。 

  また、事故機の設計・製造国である米国の代表が調査に参加した。 

  現時点までの主な調査事項は、以下のとおりである。 

 (1) 現場調査及び機体調査 

 (2) 関係者からの口述聴取 

 (3) 飛行記録装置等の記録の解析 

 (4) 主脚修理会社での作業実施状況等の調査 

 (5) 米国国家運輸安全委員会（ＮＴＳＢ）に依頼しての、同機の製造者における主

脚ショック・ストラット・シリンダーの破断面等の調査 

 (6) 我が国における主脚ショック・ストラット・シリンダー材料の調査（疲労強度

試験を含む。） 
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３．参考情報 

  これまでの調査結果により判明した、本事故に関する参考情報は、以下のとおり

である。 

 

 ３.１ 左主脚の破断は、主脚ショック・ストラット・シリンダーに設けられたヒュ

ーズ・セクションで発生しており、破断面上に、疲労によると推定されるき裂が

存在していた。 

 

 ３.２ 過去の事例を調査した結果、同様の主脚ショック･ストラット･シリンダーの

破断事故が、同機と同系列型機に４件発生しており、本事故は５件目であった。

製造者は、これまでの事故に対し、サービス・ブレティン（ＳＢ）によりヒュー

ズ･セクションの点検を設定していた。 

   本事故の発生の報告を受けた製造者は、ＳＢを更に改訂し、４５０着陸回数ご

とにヒューズ・セクションのき裂の点検を行うよう、内容を強化した。 

   このＳＢの内容は、耐空性改善通報となり、これに基づく点検が、現在も継続

されている。 


